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１２．第三者提供の制限（ガイドライン第１５条） 

１２－１．第三者提供の制限と例外 

[ガイドライン] 

第１５条 電気通信事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、あらかじめ本人

の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供しないものとする。 

一 法令に基づく場合  

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ること

が困難であるとき。  

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本

人の同意を得ることが困難であるとき。  

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する

ことに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂

行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

 

１２－１－１．原則と例外 

（第１５条第１項の解説） 

(1) 第１項は、個人情報は、原則として本人の同意なく、第三者に提供できないことを規定したも

のである。ただし、自己又は他人の権利利益や社会公共の利益のために第三者提供が要請さ

れる場合もあるので、そうした場合を第１項各号に例外として定めている。 
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１２－１－２．本人の同意（契約約款による同意） 

（第１５条第１項の解説） 

(2) 「本人の同意」については、個別の同意がある場合だけでなく、電気通信サービスの提供に

関する契約約款において、個人情報の第三者提供に関する規定が定められており、当該契約

約款に基づき電気通信サービス提供契約を締結している場合、当該規定が私法上有効である

ときも、「本人の同意」がある場合と解される。 

この理は、契約約款が変更される場合も変わりはないので、契約約款の変更により個人情報

の第三者提供に関する規定が設けられた場合であっても、当該変更が私法上有効であり変更

前に契約締結を行った当事者にも変更後の規定が効力を有すると判断される場合には、「本人

の同意」がある場合と解される。 

なお、同意は有効なものでなければならないので、民法（明治２９年法律第８９号）第９０条の

公序良俗に反する場合や同法第９５条の要素の錯誤がある場合、消費者契約法（平成１２年法

律第６１号）第１０条の消費者の利益を一方的に害するものとされる場合など同意が私法上無

効とされる場合は、有効な同意があるとは言えないので、同意がある場合とは言えないことは

当然である。 

また、無制限に第三者提供を認める規定等契約約款の規定が、利用者の利益を阻害してい

ると認められるときは、電気通信事業法上の業務改善命令の対象となりうる。 

 
≪参考≫ 

民法（明治２９年法律第８９号） 

第９０条 

 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 

第９５条 

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失が

あったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 

 
消費者契約法（平成１２年法律第６１号） 

第１０条 

民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制

限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本

原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 
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１２－１－３．法令に基づく場合 

（第１５条第１項の解説） 

(3) 「法令に基づく場合」とは、例えば、裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等

がなされる場合や法律上の照会権限を有する者からの照会（刑事訴訟法（昭和２３年法律第１

３１号）第１９７条第２項、少年法（昭和２３年法律第１６８号）第６条の４、弁護士法（昭和２４年

法律第２０５号）第２３条の２、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（平成１４年法

律第２６号、以下「特定電子メール法」という。）第２９条等）がなされた場合である。前者の場合

には、令状で特定された範囲内の情報を提供するものである限り、提供を拒むことはできない。

これに対し、後者の場合には、原則として照会に応じるべきであるが、電気通信事業者には通

信の秘密を保護すべき義務もあることから、通信の秘密に属する事項（通信内容にとどまらず、

通信当事者の住所・氏名、発受信場所及び通信年月日等通信の構成要素並びに通信回数等

通信の存在の事実の有無を含む。）について提供することは原則として適当ではない。他方、

個々の通信とは無関係の加入者の住所・氏名等は、通信の秘密の保護の対象外であるから、

基本的に法律上の照会権限を有する者からの照会に応じることは可能である。もっとも、個々

の通信と無関係かどうかは、照会の仕方によって変わってくる面があり、照会の過程でその対

象が個々の通信に密接に関係することがうかがわれる場合には、通信の秘密として扱うのが

適当である。いずれの場合においても、本人等の権利利益を不当に侵害することのないよう提

供等に応じるのは、令状や照会書等で特定された部分に限定する等提供の趣旨に即して必要

最小限の範囲とすべきであり、一般的網羅的な提供は適当ではない。 

 
≪参考≫ 

刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号） 

第１９７条第２項 

 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 

 

少年法（昭和２３年法律第１６８号） 

第６条の４ 第３項 

 警察官は、調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができ

る。 

  

弁護士法（昭和２４年法律第２０５号） 

第２３条の２ 

弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して

必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会

は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。 

２ 弁護士会は、前項の規定による申出に基づき、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の
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報告を求めることができる。 

 

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（平成１４年法律第２６号） 

第２９条 

総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者その他の者であって、電子

メールアドレス又は電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号（特定電子メール

等の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示されたもの又は特定電子メール等の送

受信のために用いられたもののうち送信者に関するものに限る。）を使用する権利を付与したものから、

当該権利を付与された者の氏名又は名称、住所その他の当該権利を付与された者を特定するために

必要な情報の提供を求めることができる。 
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１２－１－４．人の生命等の保護に必要な場合 

（第１５条第１項の解説） 

(4) 「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ること

が困難であるとき」とは、自己又は他人の権利利益を保護するため、個人情報を第三者に提供

することが必要であるものの、本人の同意を得ることが困難である場合について手当てするも

のである。人の生命、身体又は財産といった具体的な権利利益が侵害されるおそれが高まって

おり、これを保護するために個人情報の利用が必要である場合には、個人情報を第三者に提

供することに一定の合理性があると考えられる。一方こうした場合であっても、本人の権利利益

侵害の予防という観点からは同意を得るべきとの原則が変わるものではないことから、本人の

同意を得ることが困難である場合に限って本条の規定の適用を除外するものである。したがっ

て、人の生命、身体又は財産の保護のために、他の方法によることが十分可能である場合にま

で本人の同意なき第三者への提供を認めるものではない。 

なお、通信の秘密に属する事項については、この場合も通信当事者の同意なき第三者提供

が許されるのは、緊急避難の要件に該当する場合等違法性阻却事由がある場合に限られる。 

 

１２－１－５．公衆衛生の向上等に必要な場合 

（第１５条第１項の解説） 

(5) 「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成のために、特に必要がある場合であって、本人の

同意を得ることが困難なとき」とは、個人情報保護法第２３条第１項第３号と同様の規定である

が、これは個人情報保護法第１６条第３項第３号及び第２３条第１項第３号は、疾病の予防や、

治療に関する研究や、心身の発達途上にある児童の健全な育成のため、社会全体の組織的な

協力により個人情報を相互に提供して活用する必要がある場合の規定であり、具体的には、疾

病の予防や治療に関する研究のために、病院や医療研究機関が情報を交換する場合や、児

童虐待に対応するために、学校、施設、病院、警察等がネットワークを形成する必要がある場

合等が想定されている。 

これらの規定が、電気通信事業者にも適用されるかについては、個別具体的に判断する必

要があるが、上記の趣旨を踏まえれば、これらの規定が電気通信事業者に適用されることは基

本的には想定されないと考えられる。 
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１２－１－６．慎重な判断 

（第１５条第１項の解説） 

(6) なお、第１項各号に該当する場合の本人の同意なき個人情報の第三者提供については、個

人情報保護の要請が特に高い電気通信事業者としては、本人の同意を得ずに第三者提供を

行うことが真に必要であると慎重に判断した上で行うこととすべきである。 

 

同意なき個人情報の第三者提供については、電気通信事業における個人情報保

護に関するガイドライン（総務省）において、「個人情報保護の要請が特に高

い電気通信事業者としては、本人の同意を得ずに目的外利用を行うことが真に

必要であると慎重に判断した上で行うこととすべきである」とされており、事

業者において、慎重な判断が求められている。 
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１２－２．オプトアウト 

[ガイドライン 第１５条] 

第２項 電気通信事業者は、第三者に提供される個人情報について、本人の求めに応じて当該

本人が識別される個人情報の第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲

げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いている

ときは、前項の規定にかかわらず、当該個人情報を第三者に提供することができる。  

一 第三者への提供を利用目的とすること。  

二 第三者に提供される個人情報の項目  

三 第三者への提供の手段又は方法  

四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人情報の第三者への提供を停止すること。 

第３項 電気通信事業者は、前項第２号又は第３号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内

容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。 

 

（第１５条第２項、第３項の解説） 

(7) 第２項及び第３項の規定は、個人情報保護法第２３条第２項及び第３項と同様の規定であり、

いわゆるオプトアウトの仕組みによる第三者提供を認めたものであるが、電気通信事業者が加

入者の個人情報を第三者提供する場合は、契約約款により本人の同意を得て行うことが一般

的に可能である（上記(2)参照）ので、基本的には本人の同意を得て行うこととすることが望まし

いと考えられる。ただし、契約約款により本人の同意を得て行う場合でも、電話帳に掲載する場

合など本人の意思をできるだけ尊重すべきものについては、本人の申出により提供を停止する

という扱いにすることが望ましい。 

 

 オプトアウトの仕組みにより第三者への個人情報を提供する場合には、第三

者に提供するまでに、第三者提供停止の求めを受け付けられる状態にしておく

必要がある。 

 また、第三者提供停止の求めの受付は、ガイドライン第１７条第３項の「第

三者提供停止の求め」の取扱い（注）とは異なり、簡易かつ直ちに応じる必要があ

る。 

（注）ガイドライン第１７条第３項の「第三者提供の停止の求め」は、その求めがあったときは「遅滞

なく調査を行うもの」とされているが、オプトアウトの仕組みに際して第三者提供停止の求めが 

あった場合は、求めを受け付けた以後、第三者提供に係る「同意」が取り消されたものとして扱

うことになる。 
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１２－３．第三者に該当しないもの 

[ガイドライン 第１５条] 

第４項 次に掲げる場合において、当該個人情報の提供を受ける者は、前３項の規定の適用につ

いては、第三者に該当しないものとする。 

一 電気通信事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又

は一部を委託する場合  

二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合  

三 個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用

される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人

情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、

又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。 

 

１２－３－１．委託する場合 

（第１５条第４項の解説） 

(8) 第４項第１号については、現在、民間企業等においては、顧客情報等大量の個人情報を利用

するために必要となる編集・加工等の処理を他の企業に委託することが一般化しつつある。こう

した取扱いを第三者提供とした場合、第１項に基づき、処理される個人情報の本人に対し個々

に同意を取る必要が生じることとなり、事実上委託行為自体が不可能となるおそれがある。一

方、電気通信事業者が個人情報の取扱いを委託した場合には、第１２条により、適切な委託先

を選定し、委託先に対し必要かつ適切な監督を行う責任が生じ、これらの責任を果たしていな

い結果、問題が生じた場合には委託元である電気通信事業者も責めを負うこととなる。これら

の事情を勘案し、電気通信事業者が利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報の取扱いを

委託する場合には、電気通信事業者が行う取扱いの一部とみなし、委託先は第三者には該当

しないこととしている。なお、一般に個人情報の処理を委託され、その成果物たる処理データを

委託元に返すような場合は、そもそも第三者への提供であるとは解されない。 

 

（注） 電気通信個人情報保護推進センターにおいては、対象事業者の皆様への情報提供の一環

として、「業務委託に関するＱ＆Ａ」を作成し活用いただいているところです。 
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１２－３－２．事業の承継があった場合 

（第１５条第４項の解説） 

(9) 第４項第２号については、合併や分社化、営業譲渡などにより事業の承継があった場合、通

常その承継資産には顧客情報等の個人情報が含まれると考えられ、必然的に個人情報が移

転する。仮にこれを第三者提供として第１項及び第２項を適用した場合、移転される個人情報

の本人すべてから同意を取る必要が生じ、事実上事業承継が困難になるおそれがある。一方、

事業承継に伴って個人情報が移転する場合には、第５条第２項により利用目的も引き継がれる

こととなるため、本人との関係においては、単に取扱いの主体となる事業者の名称が変更した

に過ぎず、個人情報の取扱いに伴う権利利益の侵害のおそれが増大することは考えにくい。こ

れらの事情を勘案し、事業を承継する者は本条の対象となる第三者には該当しないこととして

いる。 

 

１２－３－３．共同利用の場合 

[ガイドライン第１５条] 

第５項 電気通信事業者は、前項第３号に規定する利用する者の利用目的又は個人情報の管理

について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あら

かじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。 

 

（第１５条第４項、第５項の解説） 

(10) 第４項第３号及び第５項については、個人情報保護法第２３条第４項第３号及び第５項と同

様の規定であり、これらの規定を満たす形で特定の者との間で個人情報を共同利用することは

本人の同意なく行うことができることを認めたものであるが、電気通信事業者が加入者の個人

情報を共同利用する場合は、契約約款により本人の同意を得て行うことが一般的に可能であ

る（(2)参照）ので、基本的には本人の同意を得て行うこととすることが望ましいと考えられる。た

だし、契約約款により本人の同意を得て行う場合でも、不払い者等情報の交換の場合のように

（第２７条参照）、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性がある情報を交換する場合な

どには、第４項第３号に掲げられている情報をあらかじめ本人に通知又は本人が容易に知り得

る状態に置くなどの措置をとり、本人の権利利益を不当に侵害することのないようにすることが

求められる。なお、「本人が容易に知り得る状態に置く」とは、公表が継続的に行われている状

態をいい、具体的には、ホームページへの掲載、官報・新聞等への継続的な掲載、事務所の窓

口等への書面の掲示・備え付け等の措置をとっていることをいう。 



電気通信事業における個人情報保護指針 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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１２－４.通信の秘密の保護 

[ガイドライン 第１５条] 

第６項 電気通信事業者は、個人情報を第三者に提供するに当たっては、通信の秘密の保護に

係る電気通信事業法第４条その他の関連規定を遵守するものとする。 

 

（第１５条第６項の解説） 

(11) 第６項の規定は、第１項から第５項までの規定の適用により第三者提供（第４項各号の規定

により提供する場合を含む。）が認められる場合であっても、個人情報が通信の秘密にも該当

する場合には、通信当事者の同意なき第三者提供（同上）は違法性阻却事由がある場合を除

き許されないことについて念のため確認する趣旨の規定である。 

 

≪参考≫ 

電気通信事業法（昭和５９年１２月２５日法律第８６号） 

第４条 

 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。 

２ 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他

人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。 
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